
秋田県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に

関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

 

   令和８年４月１日 

 

        秋田県後期高齢者医療広域連合長   沼  谷   純 

 

秋田県後期高齢者医療広域連合規則第２号 

 

秋田県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関

する規則の一部を改正する規則 

秋田県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に

関する規則（令和２年秋田県後期高齢者医療広域連合規則第２号）の一部

を次のように改正する。  

第12条第１項各号を次のように改める。  

(１ ) この条の規定により年次休暇が認められている職員以外の職員

（(４)に規定する特定職員を除く。 (２)において同じ。）であって、

６月以上の任期を定めて採用されたもの又は６月以上の期間を定めて

任期を更新されたものである場合  次に掲げる職員の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める日数  

ア 次の（ア）から（ウ）までに掲げる職員  ６月以上の任期を定め

て採用された日又は６月以上の期間を定めて任期を更新された日

（以下この項において「特定日」という。）以後の１年間において

10日 

（ア） １週間の勤務日が５日以上とされている職員  

（イ） １週間の勤務日が４日以下とされている職員で、１週間の

勤務時間が29時間以上であるもの  

（ウ） 週以外の期間によって勤務日が定められている職員で、１

年間の勤務日が217日以上であるもの  



イ 次の（ア）から（イ）に掲げる職員  特定日以後の１年間におい

て、次の（ア）に掲げる職員にあっては次の表の上欄に掲げる１週

間の勤務日の日数の区分に応じ、次の（イ）に掲げる職員にあって

は同表の中欄に掲げる１年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞ

れ同表の下欄に定める日数  

（ア） １週間の勤務日が４日以下とされている職員（１週間の勤

務時間が29時間以上である職員を除く。）  

（イ） 週以外の期間によって勤務日が定められている職員で、１

年間の勤務日が48日以上216日以下であるもの  

１週間の勤務日の日数 ４日 ３日 ２日 １日 

１年間の勤務日の日数 169 日 か ら

216日まで 

121 日 か ら

168日まで 

73日から120

日まで 

48日から72

日まで 

日数 ７日 ５日 ３日 １日 

(２) 前項の規定により年次休暇が認められている職員以外の職員であ

って、(１)に掲げる場合以外の場合  次に掲げる職員の区分に応じ、

それぞれ次に定める日数  

ア 前号ア（ア）から（ウ）までに掲げる職員のうち、継続勤務を開

始した日から６月継続勤務し、全勤務日の８割以上出勤したもの  

次の１年間において 10日 

イ 前号イ（ア）又は（イ）に掲げる職員のうち、継続勤務を開始し

た日から６月間継続勤務し、全勤務日の８割以上出勤したもの  次

の１年間において前号イ（ア）に掲げる職員にあっては次の表の上

欄に掲げる１週間の勤務日の日数の区分に応じ、前号イ（イ）に掲

げる職員にあっては同表の中欄に掲げる１年間の勤務日の日数の区

分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める日数  

１週間の勤務日の日数 ４日 ３日 ２日 １日 

１年間の勤務日の日数 169 日 か ら

216日まで 

121 日 か ら

168日まで 

73日から120

日まで 

48日から72

日まで 



日数 ７日 ５日 ３日 １日 

(３) この条に掲げる場合に該当して年次休暇が認められた職員（この

号に掲げる場合に該当して年次休暇が認められた職員を含む。）であ

る場合 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数  

ア １号（ア）から（ウ）までに掲げる職員で、特定日（１号に掲げ

る場合に該当することとなった日に限る。以下この号において同

じ。）から１年以上継続勤務し、特定日から起算してそれぞれの１

年間の全勤務日の８割以上出勤したもの  それぞれ１年間において、

10日に、次の表の上欄に掲げる特定日から起算した継続勤務年数の

区分に応じ同表の下欄に掲げる日数を加算した日数  

特定日から起算した

継続勤務年数 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年以上 

日数 １日 ２日 ４日 ６日 ８日 10日 

イ １号イ（ア）又は（イ）に掲げる職員で、特定日から１年以上継

続勤務し、特定日から起算してそれぞれ１年間の全勤務日の８割以

上出勤したもの  それぞれ１年間において１号イ（ア）に掲げる職

員にあっては次の表の上欄に掲げる１週間の勤務日の日数の区分に

応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる特定日から起算した継続勤務期

間の区分ごとに定める日数  

１週間の勤務日の日

数 

４日 ３日 ２日 １日 

１年間の勤務日の日

数 

169日から

216日まで 

121日から

168日まで 

73日から

120日まで 

48日から

72日まで 

特定日から

起算した継

続勤務期間 

１年 ８日 ６日 ４日 ２日 

２年 ９日 ６日 ４日 ２日 

３年 10日 ８日 ５日 ２日 

４年 12日 ９日 ６日 ３日 

５年 13日 10日 ６日 ３日 



６年以

上 

15日 11日 ７日 ３日 

(４) ２号に掲げる場合に該当して年次休暇が認められた職員（この号

に掲げる場合に該当して年次休暇が認められた職員を含む。）又は特

定職員（継続勤務を開始した日から６月を超えて継続勤務している職

員であって、同日以後において年次休暇が認められていないものをい

う。）である場合  次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定め

る日数  

ア １号ア（ア）から（ウ）までに掲げる職員で、継続勤務を開始し

た日から１年６月以上継続勤務し、継続勤務期間が６月を超えるこ

ととなる日（以下この号において「６月経過日」という。）から起

算してそれぞれの１年間の全勤務日の８割以上出勤したもの  それ

ぞれ次の１年間において、 10日に、次の表の上欄に掲げる６月経過

日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる日数

を加算した日数  

６月経過日か

ら起算した継

続勤務年数 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年以

上 

日数 １日 ２日 ４日 ６日 ８日 10日 

イ １号イ（ア）又は（イ）に掲げる職員で、継続勤務を開始した日

から１年６月以上継続勤務し、６月経過日から起算してそれぞれの

１年間の全勤務日の８割以上出勤したもの  それぞれ次の１年間に

おいて、１号イ（ア）に掲げる職員にあっては次の表の上欄に掲げ

る１週間の勤務日の日数の区分に応じ、１号イ（イ）に掲げる職員

にあっては同表の中欄に掲げる１年間の勤務日の日数の区分に応じ、

それぞれ同表の下欄に掲げる６月経過日から起算した継続勤務期間

の区分ごとに定める日数  

１週間の勤務日の日 ４日 ３日 ２日 １日 



数 

１年間の勤務日の日

数 

169日から

216日まで 

121日から

168日まで 

73日から

120日まで 

48日から

72日まで 

６月経過日

から起算し

た継続勤務

期間 

１年 ８日 ６日 ４日 ２日 

２年 ９日 ６日 ４日 ２日 

３年 10日 ８日 ５日 ２日 

４年 12日 ９日 ６日 ３日 

５年 13日 10日 ６日 ３日 

６年以

上 

15日 11日 ７日 ３日 

第13条第１項中「別表第３」を「別表第１」に改め、同条第２項中「別

表第４」を「別表第２」に改め、同条第３項中「別表第３」を「別表第１」

に、「別表第４」を「別表第２」に改め、同条第４項中「別表第３」を

「別表第１」に、「別表第４」を「別表第２」に改め、同条第７項中「別

表第４」を「別表第２」に、「別表第５」を「別表第３」に改める。  

別表第１及び別表第２を削り、別表第３を別表第１とする。  

別表第４中「別表第５」を「別表第３」に改め、同表を別表第２とし、

別表第５を別表第３とする。  

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。  

 


